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食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲な 食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲な

ど心身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるため ど心身の状態等を当該利用者の食事に的確に反映させるため

に、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられ に、療養室等関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられ

ていることが必要であること。 ていることが必要であること。

⑥ 栄養食事相談 ⑥ 栄養食事相談

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があるこ 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があるこ

と。 と。

⑦ 食事内容の検討について ⑦ 食事内容の検討について

食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む 食事内容については、当該事業者の医師又は栄養士を含む

会議において検討が加えられなければならないこと。 会議において検討が加えられなければならないこと。

10 介護予防特定施設入居者生活介護 10 介護予防特定施設入居者生活介護

⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針 ⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針

予防基準第246条にいう指定介護予防特定施設入居者生活介護 予防基準第246条にいう指定介護予防特定施設入居者生活介護

の基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとお の基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとお

りである。 りである。

① 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、一 ① 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、一

人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立 人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的と した日常生活を営むことができるよう支援することを目的と

して行われるものであることに留意しつつ行うこと。 して行われるものであることに留意しつつ行うこと。

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体 ② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体

的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっ 的な取組が不可欠であることから、サービスの提供に当たっ

ては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り ては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り

方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう 方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう

努めること。 努めること。

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に ③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に

補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低 補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低

下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が 下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が

あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引 あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引、 、

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力 き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力

を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す

ること。 ること。

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防特定施 ④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防特定施

設サービス計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその 設サービス計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその

家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図 家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図

らなければならないものであること。 らなければならないものであること。
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⑵ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針 ⑵ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針

① 予防基準第247条第１号及び第２号は、計画作成担当者は、 ① 予防基準第247条第１号及び第２号は、計画作成担当者は、

介護予防特定施設サービス計画を作成しなければならないこ 介護予防特定施設サービス計画を作成しなければならないこ

ととしたものである。介護予防特定施設サービス計画の作成 ととしたものである。介護予防特定施設サービス計画の作成

に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達等 に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達等

の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予 の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予

防特定施設入居者生活介護の提供によって解決すべき問題状 防特定施設入居者生活介護の提供によって解決すべき問題状

況を明らかにし（アセスメント 、これに基づき、支援の方 況を明らかにし（アセスメント 、これに基づき、支援の方） ）

向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所 向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所

要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防 要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防

特定施設サービス計画の様式については、事業所ごとに定め 特定施設サービス計画の様式については、事業所ごとに定め

るもので差し支えない。 るもので差し支えない。

② 同条第３号は、サービス提供に当たっての利用者又はその ② 同条第３号は、サービス提供に当たっての利用者又はその

家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護予 家族に対する説明について定めたものである。即ち、介護予

防特定施設サービス計画は、利用者の日常生活全般の状況及 防特定施設サービス計画は、利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、そ び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、そ

の内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを の内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを

義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の 義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障しようとするものである。計画作成担当者 反映の機会を保障しようとするものである。計画作成担当者

、 、 、 、は 介護予防特定施設サービス計画の目標や内容等について は 介護予防特定施設サービス計画の目標や内容等について

利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとと 利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとと

、 。 、 。もに その実施状況や評価についても説明を行うものとする もに その実施状況や評価についても説明を行うものとする

また、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、 また、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、

遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護予防特定 遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護予防特定

、 、 、 、施設サービス計画は 予防基準第244条第２項の規定に基づき 施設サービス計画は 予防基準第244条第２項の規定に基づき

２年間保存しなければならないこととしている。 ２年間保存しなければならないこととしている。

（新設） ⑤ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所において介護

予防短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合で、

介護予防サービス計画に基づきサービスを提供している指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業者については、第四の

三の１の⑵の⑥を準用する。この場合において 「介護予防、

」 「 」訪問介護計画 とあるのは 介護予防特定施設サービス計画

と読み替える。

⑶ 介護 ⑶ 介護

① 予防基準第248条の規定による介護サービスの提供に当たっ ① 予防基準第248条の規定による介護サービスの提供に当たっ
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ては、当該指定介護予防特定施設においてその有する能力に ては、当該指定介護予防特定施設においてその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な技術 応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切な技術

をもって介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うもの をもって介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うもの

とする。なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者 とする。なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者

の人格を十分に配慮して実施するものとする。 の人格を十分に配慮して実施するものとする。

② 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入 ② 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっては、自ら入

浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ適切な方 浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ適切な方

法により実施するものとする。なお、健康上の理由等で入浴 法により実施するものとする。なお、健康上の理由等で入浴

の困難な利用者については、清しきを実施するなど利用者の の困難な利用者については、清しきを実施するなど利用者の

清潔保持に努めるものとする。 清潔保持に努めるものとする。

③ 同条第３項の規定による排せつの介助に当たっては、利用 ③ 同条第３項の規定による排せつの介助に当たっては、利用

、 、者の心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて 者の心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて

トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施す トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施す

るものとする。 るものとする。

、 、 、 、④ 同条第４項は 介護予防特定施設入居者生活介護事業者は ④ 同条第４項は 介護予防特定施設入居者生活介護事業者は

入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに沿 入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに沿

って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を

適切に行うべきことを定めたものである。 適切に行うべきことを定めたものである。

⑷ 相談及び援助 ⑷ 相談及び援助

予防基準第250条の規定による相談及び援助については、常時 予防基準第250条の規定による相談及び援助については、常時

必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとるこ 必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとるこ

とにより、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とす とにより、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とす

るものである。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自ら るものである。なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自ら

の趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及 の趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及

び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は

相談である。 相談である。

⑸ 利用者の家族との連携等 ⑸ 利用者の家族との連携等

予防基準第251条は、指定介護予防特定施設入居者生活介護事 予防基準第251条は、指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状 業者は、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状

況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図る 況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図る

とともに、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等に とともに、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等に

よって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努 よって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努

めなければならないこととするものである。 めなければならないこととするものである。

（新設） ⑹ 受託介護予防サービス事業者について

平成27年度より、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に



- 161 -

ついては、順次、介護予防・日常生活支援総合事業に移行して

いくこととなるが、外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護においては、引き続き、要支援者に対するサー

ビスを提供する必要があることから、介護予防訪問介護及び介

護予防通所介護と同様のサービスが提供できる事業者として、

指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者又は第一号訪

問事業若しくは第一号通所事業を行う指定事業者（法第115条の

45の３第１項に規定する指定事業者をいう ）を位置付けてい。

る。

11 介護予防福祉用具貸与 11 介護予防福祉用具貸与

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針 ⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針

予防基準第277条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱 予防基準第277条にいう指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱

方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。 方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。

① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、一人ひとりの ① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、一人ひとりの

高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生 高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを目的として行われ 活を営むことができるよう支援することを目的として行われ

るものであることに留意しつつ行うこと。 るものであることに留意しつつ行うこと。

② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に ② サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に

補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低 補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低

下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が 下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合が

あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引 あるとの指摘を踏まえ 「利用者の自立の可能性を最大限引、 、

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力 き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力

を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮す

ること。 ること。

⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針 ⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針

① 予防基準第278条第１号及び第３号は、指定介護予防福祉用 ① 予防基準第278条第１号及び第３号は、指定介護予防福祉用

具貸与の提供に当たって、福祉用具専門相談員が主治の医師 具貸与の提供に当たって、福祉用具専門相談員が主治の医師

等からの情報伝達及びサービス担当者会議等を通じ 「利用 等からの情報伝達及びサービス担当者会議等を通じ 「利用、 、

者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本 者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本

として、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具を適 として、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具を適

切に選定し、個々の福祉用具の貸与について利用者に対し、 切に選定し、個々の福祉用具の貸与について利用者に対し、

説明及び同意を得る手続きを規定したものである。 説明及び同意を得る手続きを規定したものである。

② 同条第５号は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっ ② 同条第５号は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっ

ての調整、説明及び使用方法の指導について規定したもので ての調整、説明及び使用方法の指導について規定したもので

ある。同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故 ある。同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故


